
北栄町隣保館運営審議会委員募集要項 

 

地域社会における福祉の向上と住民交流の拠点となる隣保館の適正な運営につい

て、協議していただく委員を募集します。 

 

１ 応募資格   １８歳以上で町内に住所を有する方、又は町内事業所に勤務して 

         いる方 

 

２ 募集人数   １名 

 

３ 応募方法   住所・氏名・生年月日・連絡先を明記のうえ、「委員に応募しよ

うと思われた動機等」について応募用紙に記載していただき、大

栄庁舎生涯学習課に提出してください。 

         提出は、直接持参・郵送・ＦＡＸ・Ｅメール、いずれの方法でも

かまいません。 

 

４ 募集締切   令和７年５月７日（水） 

 

５ その他    （１）応募多数の場合は動機等の内容を参考に選考します。 

（２）任期は委嘱の日から２年間です。 

（３）委員会は、平日の午後７時から午後８時３０分の間に開催

し、年２回程度を予定しています。 

（４）報酬は、委員会の出席１回あたり３，０００円です。 

（５）児童館運営委員との兼務となります。会は同時に開催しま

すので、回数は変わりません。 

 

６ 申込み・問い合わせ 

        ［ 住 所 ］ 〒６８９－２２９２ 北栄町由良宿４２３番地１ 

          北栄町役場 生涯学習課 

   ［ ＴＥＬ ］ ０８５８－３７－５８７１（直通） 

        ［ ＦＡＸ ］ ０８５８－３７－３２４２ 

        ［Ｅメール］ jinken@e-hokuei.net 


